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（審査案件第 5号）  

 

 

平成元年５月８日  

答    申  

 

１  当審査会の結論  

 第 １ ２ 回 か ら 第 １ ７ 回 ま で の 「 地 附 山 地 す べ り 機 構 解 析 検 討 委 員 会 の 開 催 に つ い

て」に添付されている資料の一部を公開できないとした処分は、妥当である。  

 

２  異議申立人の主張の要旨  

（１）異議申立人の趣旨  

 異 議 申 立 て の 趣 旨 は 、 長 野 県 知 事 が 行 っ た 、 昭 和 ６ ３ 年 ９ 月 １ ３ 日 付 ６ ３ 監 第

３ ６ ５ 号 「 公 文 書 の 公 開 請 求 に 係 る 決 定 通 知 」 の う ち 、 第 １ ２ 回 か ら 第 １ ７ 回 ま

で の 地 附 山 地 す べ り 機 構 解 析 検 討 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。 ） 関 係 の 公 文

書 の 一 部 を 公 開 で き な い 旨 の 処 分 （ 以 下 「 本 件 処 分 」 と い う 。 ） を 取 り 消 す と の

決定を求める、というものである。  

 

（２）異議申立ての理由  

異議申立ての理由は、実施機関が、委員会関係の公文書の一部を、長野県公文  

書 公 開 条 例 （ 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） 第 ６ 条 第 １ 項 第 ５ 号 に 該 当 す る と し て 非 公

開 と し た こ と は 条 例 の 解 釈 と 適 用 を 誤 っ て い る 、 と い う も の で 、 そ れ は 次 の よ う

に要約される。  

  ア  前回答申と本件処分との関係について  

（ア）異議申立人は、本件と同一の委員会の第１回から第１１回までの公文書の  

公 開 請 求 を し 、 知 事 の 一 部 非 公 開 決 定 （ 以 下 「 前 回 処 分 」 と い う 。 ） に 対 し

異議申立てを行った。  

（イ）この異議申立てについて、知事は、長野県公文書公開審査会の答申（以下  

「前回答申」という。）に基づいて、非公開とした前回処分の一部を取り消  

した。  
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 こ れ は 、 「 （ 非 公 開 公 文 書 の 中 に は ） 観 測 デ ー タ 等 『 客 観 的 事 実 』 が 記 載

さ れ て い る 部 分 も 含 ま れ て い る 。 こ れ ら 『 客 観 的 事 実 』 が 記 載 さ れ て い る 部

分 は 、 他 の 部 分 と 分 離 し て 公 開 す る こ と が 適 当 で あ る 。 」 と の 前 回 答 申 に 基

づくものである。  

（ウ）本件処分で非公開とされた公文書の大半は、観測データ等「客観的事実」  

を 記 載 し た 公 文 書 の は ず で あ り 、 前 回 答 申 の 基 準 に 照 ら せ ば 、 当 然 に 公 開 さ

れるべきものである。  

  イ  条例解釈の基本的原則について  

 条 例 は 、 知 る 権 利 を 基 本 理 念 と し て 制 定 さ れ て お り 、 公 文 書 で あ る 限 り 、 基

本的には県民の共有財産として公開されるのが原則である。  

 条例の解釈は、この基本理念、原則を踏まえて行うべきである。  

  ウ  意思形成過程情報について  

 い わ ゆ る 意 思 形 成 過 程 情 報 を 非 公 開 と す る こ と が で き る の は 、 審 議 等 の 後 に 、

県 の 一 定 の 意 思 表 示 や 事 業 に つ い て の 具 体 的 な 最 終 結 論 が 予 定 さ れ て い る 場 合 、

あ る い は 、 合 議 制 機 関 情 報 に 関 す る 規 定 が あ る 場 合 で あ る 。 し か し 、 委 員 会 は 、

以 後 に 県 の 一 定 の 意 思 表 示 等 を 予 定 し た も の で は な く 、 ま た 、 条 例 に は 、 合 議

制 機 関 情 報 に 関 す る 規 定 が な い の で 、 本 件 を 意 思 形 成 過 程 情 報 で あ る こ と を 理

由として非公開にすることはできない。  

  エ  委員会について  

（ア）  本 件 処 分 は 、 地 附 山 地 す べ り が 特 殊 な 地 す べ り で あ り 、 そ の た め に 特 殊  

   な 解 析 、 大 胆 な 仮 説 、 自 由 か っ 達 な 意 見 が 必 要 で あ る と の 先 入 観 の も と に 行

   わ れ て い る 。 し か し 、 地 附 山 地 す べ り が 、 特 殊 な 地 す べ り で あ っ た か ど う か  

   それ自体を検討するのが委員会の任務であり、特殊な地すべりであることを  

   前提とした上で、大胆な仮説の提起や自由かっ達な議論が必要であるとの考  

   えは誤っている。  

（イ）委員会は、実施機関がいうように、真に地すべりの機構解析という純粋に  

自 然 科 学 的 な 検 討 を 行 う 委 員 会 で あ る と す る な ら ば 、 基 本 的 に は 、 そ の 関 係

公 文 書 は 原 則 的 に 公 開 さ れ な け れ ば な ら な い 。 こ の こ と は 、 委 員 会 が 大 胆 な

仮説、試論の提起の上でなされることがあるとしても同様である。  
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  オ  公文書の内容について  

（ア）本件処分の理由説明書では、「地すべりブロックの移動経過について」、  

「 地 す べ り 地 内 湧 水 点 鳥 瞰 図 」 等 は 、 単 な る 観 測 デ ー タ で は な く 、 委 員 等 の

考 察 や 判 断 を 加 味 さ れ た も の で あ る と 述 べ て い る 。 し か し 、 ど の よ う な 図 面

等 を 作 る に も 考 察 、 判 断 は 一 部 入 る も の で あ り 、 こ れ ら は 、 資 料 名 か ら み る

か ぎ り 、 前 回 答 申 で い う 「 客 観 的 事 実 」 を 記 載 し た も の と み る の が 常 識 で あ

る。  

（イ）本件処分の理由説明書では、非公開とした公文書には、解析案等が記載さ  

れ て い る と し て い る 。 し か し 、 解 析 案 等 は 、 そ の 方 法 が よ ほ ど 独 自 的 、 特 殊

的 な も の で な い 限 り 客 観 的 な も の で あ り 、 生 デ ー タ を 客 観 的 な 検 証 に 耐 え 得

る方法論で分析しているものは客観的な資料と考えるべきである。  

  カ  著しい支障について  

（ア）条例第６条第１項第５号に該当するというためには、著しい支障が発生す  

る客観的かつ、具体的な危険が明白でなければならない。  

 知 事 は 、 前 回 処 分 で 非 公 開 と し た 地 附 山 地 す べ り 対 策 工 事 計 画 検 討 委 員 会

関 係 の 公 文 書 を 、 前 回 答 申 の 附 帯 意 見 に 従 い 、 後 日 公 開 し た 。 こ れ に よ っ て

公 開 さ れ た 公 文 書 を 見 て も 、 公 開 請 求 が な さ れ た 当 時 に お い て も 何 ら 非 公 開

とすべき客観的かつ具体的な理由が全く見当たらなかった。  

（イ）本件処分は、情報を公開することにより学識者としての自由かつ率直な意  

見 表 明 を 阻 害 し た り 、 県 民 に 誤 解 を あ た え る お そ れ が あ る こ と を 非 公 開 の 理

由としている。  

しかし、このようなおそれが全くないとはいえないにしても、これらに対  

し て 寛 容 で あ る こ と が 民 主 主 義 の 基 本 で あ り 、 こ の こ と を 、 非 公 開 理 由 と す

るのは民主主義に反する。  

 

３  実施機関の説明の要旨  

委員会関係の公文書については、先に、第１回から第１１回の会議に提出された  

資 料 の 公 開 請 求 が あ り 、 こ れ に 対 す る 前 回 処 分 （ 昭 和 ６ ２ 年 ７ 月 ２ ８ 日 ） の 適 否 に

つ い て は 、 前 回 答 申 （ 昭 和 ６ ３ 年 ９ 月 ２ 日 ） に よ り 判 断 が 示 さ れ て い る と こ ろ で あ
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る 。 本 件 処 分 は 、 前 回 処 分 で 対 象 と な っ た も の と 同 様 の 資 料 の 第 １ ２ 回 か ら 第 １ ７  

回 の 会 議 に 係 る も の で あ る 。 前 者 と 後 者 と は 、 会 議 開 催 の 時 期 こ そ 違 え 、 そ の 内 容

等 に つ い て 同 質 の も の で あ る た め 、 本 件 処 分 も 、 前 回 答 申 で 示 さ れ た 判 断 基 準 に し

たがって行ったものである。  

 

（１）条例第６条第１項第５号「県の内部‥‥における審議、調査、検討等に関する  

情報」の該当性について  

 本 件 処 分 で 対 象 と な っ た 公 文 書 は 、 県 に お い て 地 附 山 地 す べ り の 機 構 解 析 に つ

い て の 検 討 等 に 用 い れ ら る も の で あ り 、 前 回 処 分 で 対 象 と な っ た 公 文 書 と 同 様 に 、

これに該当する。  

 

（２）条例第６条第１項第５号「公開することにより当該審議等‥‥の公正かつ円滑  

な実施に著しい支障を生ずるおそれのあるもの」の該当性について  

ア  委員会の状況について  

  委員会では、現在でも精力的な審議が継続されている。  

イ  公文書の内容及び性格について  

本件処分で非公開とした公文書は、委員会の席上、検討に資するために提出  

されたもので、その内容により概ね次のように分類できる。        

①  「地下水部門の作業の流れ」「地すべり斜面の安定解析について」に代表  

される各種地すべり解析案が検討されているもの  

     ②  「地すべり地の水収支」に代表される試算が記載されているもの   

     ③  「 地 す べ り ブ ロ ッ ク の 移 動 経 過 に つ い て 」 に 代 表 さ れ る 地 す べ り 面 ・ 地  

質・山体地下水等の想定が記載されているもの  

     ④  「地附山地すべり地および周辺山地の地形発達について」「地附山周辺の  

微 地 形 に つ い て 」 等 に 代 表 さ れ る 周 辺 地 域 に 関 す る 考 察 が 記 載 さ れ て い る も  

の  

⑤  「層別地下水の経時変化」に代表される各種試験調査結果の記録が記載さ  

れ、考察が行われているもの  

これらはいずれも、試行錯誤段階における委員や委員会の考察や判断が加味  

さ れ た も の で あ り 、 そ の 性 質 は 、 前 回 答 申 に お い て 非 公 開 が 妥 当 と さ れ た も の
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と同様である。  

  ウ  著しい支障の生ずるおそれについて  

 委 員 会 の 審 議 は 継 続 中 で あ り 、 ま た 、 本 件 処 分 で 非 公 開 と し た 公 文 書 の 性 質

も 、 前 回 答 申 に お い て 非 公 開 が 妥 当 と さ れ た も の と 同 様 で あ る 。 し た が っ て 、

こ れ ら の 公 文 書 を 公 開 す る と 、 前 回 答 申 で 述 べ ら れ て い る も の と 同 様 の 著 し い

支障が生ずることが想定される。  

 

以上のとおり、これらの公文書は、条例第６条第１項第５号に該当するものと認  

められるので、非公開と判断したものである。  

 

４  当審査会の判断理由  

（１）本件異議申立てに至るまでの経過  

ア  昭和６２年７月８日、異議申立人は、第１回から第１１回までの委員会に提  

出された資料の公開請求を行った。  

イ  昭和６２年７月２８日、知事は、上記請求に対し、一部を非公開とする旨の  

前回処分を行った。  

ウ  昭和６２年９月２６日、異議申立人は、前回処分に対する異議申立てを行っ  

た。  

エ  昭和６３年８月３０日、異議申立人は、第１２回から第１７回までの委員会  

に提出された資料の本件公開請求を行った。  

オ  昭和６３年９月２日、当審査会は、知事に対し、前回処分について「他の部  

分 と 分 離 し て 公 開 す る こ と が 可 能 な 観 測 デ ー タ 等 客 観 的 事 実 の み が 記 載 さ れ

ている部分」を除き非公開が妥当である旨の前回答申を行った。  

カ  昭和６３年９月１３日、知事は、本件公開請求に対し、前回答申の基準によ  

る判断であるとして、一部を非公開とする旨の本件処分を行った。  

キ  昭和６３年９月２７日、知事は、前回処分に対する異議申立てについて、前  

回答申の結論を踏まえた決定を行った。  

ク  昭和６３年１１月１１日、異議申立人は、本件処分に対する異議申立てを行  

った。  
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（２）条例の解釈運用の基本的な考え方  

 条 例 は 、 第 １ 条 に あ る よ う に 、 県 民 の 公 文 書 の 公 開 を 求 め る 権 利 を 明 ら か に す

る こ と に よ り 、 県 政 に 対 す る 県 民 の 理 解 と 信 頼 を 深 め 、 公 正 な 県 政 の 一 層 の 進 展

に寄与することを目的としている。  

 条 例 は 、 原 則 公 開 を 基 本 と し つ つ も 、 他 法 令 と の 関 係 、 第 三 者 の 利 益 、 県 政 の

公 正 、 円 滑 な 執 行 等 を 考 慮 し て 、 実 施 機 関 が 例 外 的 に 公 表 を 拒 む こ と が で き る 公

文書について、第６条に規定している。  

 条 例 の 解 釈 、 運 用 は 、 条 例 の 目 的 に 沿 い 県 民 の 権 利 が 保 障 さ れ る よ う に 行 わ な

ければならないことはいうまでもない。  

 

（３）条例第６条第１項第５号の該当性について  

ア  「 県 の 内 部 ・ ・ ・ に お け る 審 議 、 調 査 、 検 討 等 に 関 す る 情 報 」 の 該 当 性 に つ  

いて  

 「 県 の 内 部 ・ ・ ・ に お け る 審 議 、 調 査 、 検 討 等 に 関 す る 情 報 」 と は 、 審 議 等  

の 後 に 具 体 的 な 行 政 処 分 や 事 業 の 実 施 等 を 予 定 し て い る か 否 か に か か わ ら ず 、

県 の 内 部 に お け る 審 議 、 検 討 等 に 関 す る 情 報 の す べ て を 含 む も の と 解 さ れ る 。

 本 件 で 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 は 、 県 が 設 置 し た 委 員 会 に お い て 地 附 山 地 す べ

り の 機 構 解 析 の 審 議 等 に 用 い る も の で あ り 、 こ れ に 該 当 す る も の で あ る こ と は 、

前回答申と同様である。  

 

イ  「公開することにより、当該審議等・・・の公正かつ円滑な実施に著しい支  

障を生ずるおそれのあるもの」の該当性について  

  （ア）委員会について  

 委 員 会 で は 、 従 前 と 同 一 の メ ン バ ー に よ り 地 附 山 地 す べ り の 機 構 解 析 に つ

いて審議が続けられている。  

会議は、審議に影響を及ぼすような外部からの審議、批判を受けないよう  

に と の 配 慮 か ら 、 現 在 も な お 非 公 開 で 行 わ れ て い る 。  審 議 内 容 は 、 最 初 の

資 料 収 集 の 段 階 か ら 、 次 第 に 、 分 析 、 ま と め の 段 階 に 進 ん で い る こ と が 認 め

られる。  
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  （イ）本件非公開公文書の性質及び内容  

 本 件 で 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 は 、 委 員 会 の 検 討 に 資 す る た め 会 議 の 席 上 提

出 さ れ た 資 料 で 、 い ず れ も 委 員 等 の 検 討 途 上 に お け る 試 算 、 想 定 、 考 察 、 解

析 案 等 が 記 載 さ れ て い る 。 こ れ ら は 、 そ の 後 の 検 討 に よ り 補 充 、 修 正 が 加 え

ら れ る こ と が 予 定 さ れ て い る も の で あ っ て 、 ま た 、 現 に 修 正 等 が 行 わ れ た も

の も 認 め ら れ 、 前 回 答 申 で 非 公 開 を 妥 当 と し た 公 文 書 と 同 一 の 性 質 の も の と

認められる。  

 異 議 申 立 人 は 、 非 公 開 と さ れ た 資 料 等 は 、 そ の 名 称 か ら 見 て 、 い ず れ も 観

測 デ ー タ 等 客 観 的 事 実 を 記 載 し た 公 文 書 の は ず で あ り 、 前 回 答 申 の 基 準 に 照

らし、公開されるべきものであると主張する。   

  異 議 申 立 人 の い う と お り 、 資 料 の 名 称 か ら 見 る と 、 こ れ ら は 客 観 的 事 実 が  

記 載 さ れ た も の の よ う に 推 測 す る こ と も で き る 。 し か し 、 例 え ば ① 「 地 す べ

り ブ ロ ッ ク の 移 動 経 過 に つ い て 」 に は 、 目 撃 者 の 証 言 や 確 認 さ れ て い る 事 実

等 に 基 づ き 、 地 す べ り ブ ロ ッ ク の 移 動 経 過 に つ い て 想 定 し た も の が 記 載 さ れ

て お り 、 ② 「 地 す べ り 地 内 湧 水 点 鳥 瞰 図 」 は 、 実 状 を そ の ま ま 反 映 さ せ よ う

と し た も の で は な く 、 特 定 事 項 を 強 調 さ せ る た め 、 作 成 者 の 作 為 が 施 さ れ て

い る 。 ま た 、 ③ そ の 他 の 資 料 に は 、 想 定 地 す べ り 面 や 、 デ ー タ 相 互 間 の 関 係

を 推 定 す る 意 図 を も っ て す で に 公 開 さ れ た デ ー タ を 加 工 し て 作 成 し た グ ラ フ

等が記載されている。  

 こ の よ う に 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 の 内 容 は 、 単 な る 観 測 デ ー タ 等 で は な く 、

観 測 デ ー タ 等 を 加 工 、 編 集 し て 行 う 分 析 や 、 そ れ ら を 基 に 推 定 し た 解 析 案 等

作 成 者 の 主 観 的 判 断 が 加 わ っ た も の で あ り 、 前 回 答 申 で 公 開 す る こ と を 適 当

とした「観測データ等客観的事実」とは、異質のものと認められる。  

 な お 、 異 議 申 立 人 が 、 非 公 開 と さ れ た 資 料 等 は そ の 名 称 か ら 見 て 、 客 観 的

事 実 を 記 載 し た 公 文 書 の は ず だ と 主 張 す る に 至 っ た の は 、 資 料 に 的 確 な 標 題

が 付 さ れ て い な か っ た こ と に も 起 因 す る と 考 え ら れ る 。 請 求 者 が 資 料 の 内 容

を 伺 い 知 る の は 標 題 か ら で あ り 、 こ の こ と か ら す れ ば 資 料 の 作 成 段 階 に お け

る配慮が必ずしも十分でなかったことと思われる。  
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  （ウ）本件処分について  

  本 件 処 分 で 対 象 と な っ た 委 員 会 の 状 況 及 び 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 の 性 質 、  

内 容 は 、 当 審 査 会 が 前 回 処 分 に つ い て 非 公 開 を 妥 当 と し た 際 と 本 質 的 な 差 異

はないと考えられる。  

 ま た 、 委 員 会 の 任 務 、 検 討 の 帰 す う に 対 す る 社 会 的 な 関 心 等 に つ い て も 前

回答申と同様である。  

 本 件 で 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 は 、 委 員 会 に 検 討 の た め の 素 材 と し て 提 出 さ

れ た 過 程 情 報 で あ り 、 不 適 切 、 不 完 全 な 箇 所 等 が 含 ま れ て お り 、 そ の 後 の 検

討 に よ り 修 正 さ れ る 可 能 性 も 大 き い も の と 判 断 さ れ る 。 し た が っ て 、 こ れ ら

を 公 開 す る と 、 前 回 答 申 で 述 べ た も の と 同 様 、 次 の よ う な 支 障 を 生 ず る こ と

が想定される。  

①  委 員 会 等 に 対 し 直 接 、 間 接 の 圧 力 が か か り 。 委 員 が 外 部 か ら の 異 議 、 批  

判 を 意 識 し 、 自 由 率 直 に 発 言 で き な く な り 、 委 員 会 の 設 置 目 的 が 十 分 に 達

せられなくなる。  

②  委 員 会 の 見 解 等 に つ い て 思 わ ぬ 誤 解 が 生 じ 、 無 用 の 混 乱 を 招 き 、 そ の 誤

     解 を 解 く 必 要 が 生 ず る 等 委 員 会 に 対 し い た ず ら に 負 担 を 強 い る こ と に な る 。  

こ れ ら の 支 障 は 、 委 員 会 の 審 議 等 の 公 正 、 円 滑 な 実 施 に 著 し い 支 障 に な

るものと認められる。  

 

 以 上 の と お り 、 本 件 処 分 で 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 は 、 条 例 第 ６ 条 第 １ 項 第

５号に該当するものと認められる。  

     

（４）条例第６条第２項の適用について  

 条 例 第 ６ 条 第 ２ 項 は 「 実 施 機 関 は 前 項 に 規 定 す る 公 文 書 に 同 項 各 号 の い ず れ か

に 該 当 す る 情 報 以 外 の 情 報 が 記 録 さ れ て い る 部 分 が 含 ま れ て い る 場 合 に お い て 、

当 該 部 分 を 容 易 か つ 合 理 的 に 分 離 で き る と き は 、 当 該 部 分 に つ い て は 公 開 を 拒 む

ことができない。」と定めている。  

 本 件 処 分 で 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 の 一 部 に は 、 観 測 デ ー タ 等 条 例 第 ６ 条 第 １ 項

各 号 の い ず れ に も 該 当 し な い も の が 記 載 さ れ た 部 分 も 含 ま れ て い た 。 し か し 、 当  

該 部 分 は 、 他 の 部 分 と 容 易 に か つ 情 報 の 意 味 を 損 な う こ と な く 合 理 的 に 分 離 す る
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こ と が で き る も の と は 認 め ら れ ず 、 本 条 項 を 適 用 す る こ と は 適 当 で な い と 考 え ら

れる。  

 

５  当審査会の付帯意見  

 実 施 機 関 の 説 明 及 び 新 聞 報 道 に よ る と 、 委 員 会 で の 審 議 は 終 結 段 階 に 近 づ い て い

ることが認められる。  

 審 議 が 終 結 し た 段 階 で は 、 検 討 途 上 の 資 料 で あ る こ と を 理 由 と す る 非 公 開 の 必 要

性 は 解 消 す る と 考 え ら れ る の で 、 す み や か に 、 非 公 開 と さ れ た 公 文 書 を 公 開 す る こ

と を 要 望 す る 。 そ の 場 合 、 誤 解 を 与 え る お そ れ が あ る も の に つ い て は 、 誤 解 を 与 え

ないよう工夫し公開することが望まれる。  

 

 

６  審査経過  

昭和６３年１１月１８日  諮問  

昭和６３年１２月２６日  審議  

平成  元年  １月２５日  実施機関の職員から説明聴取  

平成  元年  ２月  ４日  非公開文書の精査・確認  

平成  元年  ２月１０日  審議  

平成  元年  ３月１４日  異議申立人から意見を聴取  

平成  元年  ３月３１日  審議  

平成  元年  ５月  ８日  審議  

 

 

 

 

 


